
 

令和６年度愛鳥週間ポスターコンクール募集要項  
 

趣  旨 
ポスターを制作する過程やその作品を通じて、自然を大切にし、野鳥を大切にする心を育むとともに、
広く府民に愛鳥週間を普及啓発するため、令和６年度愛鳥週間ポスターコンクールを実施します。 

主  催 京都府 

後  援 
（予定） 

京都府教育委員会、京都市教育委員会、京都府市長会、京都府町村会 

応募資格 京都府内の小・中・高等学校・特別支援学校に在学中の児童、生徒 

募集期間 令和６年５月８日（水）から令和６年６月５日（水）まで（各所管広域振興局等への提出期限） 

作成要領 

○用紙（紙質）は自由 

○サイズはたて５１～５５㎝、よこ３６～４０㎝以内 

○必ずたて描き 

○作品には必ず漢字で「愛鳥週間」とだけ入れてください。 
※ その他の文字は記入しないでください。 
※ ただし、「Bird  Week」、「BIRD WEEK」、「bird week」、「バードウィーク」と書き換え

てもよい。 
※ 小学校３年生以下は文字を入れなくても構いません。 

○彩色は自由 
※ クレヨン、パステル、水彩、コラージュ、貼り絵等いずれでも可 
※ パソコンを使用した作品は不可 
※ 貼り絵の場合は確認用原画カラー写真添付のこと。 
※ 他の絵を汚損するおそれのある油絵の具等は使用しないでください。 

○作品には、裏面に所定の応募票を貼り付けてください。 
※ 野鳥の写真やイラストは参考程度にとどめ、参考にした資料がある場合は資料名を必ず記入し
てください。 

〇図柄は、日本に生息する野生鳥類を対象とし、募集の趣旨に沿ったものとします。 
※ 描いた野鳥の種類を応募票に記入してください。 
※ 家きん、ペット、動物園などで飼われているイメージは不可です。 
 （不可となる野鳥：ニワトリ、インコ、ペンギン、ダチョウ、その他海外にのみ生息する野鳥 
など） 

※ 作品は創作に限ります。 
※ 元の写真・イラスト等を丸写し、模倣したものは賞が決定した後でも賞を取り消す場合がありま
す。 

○学校ごとに、全参加作品の中から優秀なもの１０点以内を選び、応募してください。なお、応募者
名簿はエクセルファイル様式にまとめ、必ずポスター発送前に各所管広域振興局等へメールにより
提出してください。応募者名簿に基づき入選者の賞状を作成します。（なお、外字は改めて氏名の
漢字を確認します） 

○各様式（応募票・応募者名簿）はホームページよりダウンロードしてください。 
 令和６年度愛鳥週間ポスターコンクールについて／京都府ホームページ (pref.kyoto.jp) 

審査 
・ 
表彰 

○審査委員による審査の上、次の各賞を決定し、賞状と記念品を贈呈します。 
・最優秀賞・・・２点 
・優秀賞・・・４点 
・奨励賞 

京都府教育委員会教育長賞・・・２点 
京都市教育委員会教育長賞・・・２点 

・努力賞・・・１０点 
・佳作・・・２００点以内 

全国コン
クールへ
の応募 

○入選作品の中から京都府の代表作品を数点選び、(公財) 日本鳥類保護連盟主催「令和７年度愛鳥週
間用ポスター原画コンクール」に応募します。 

そ の 他 
○応募作品は、全国コンクール参加作品のうち総裁賞に選ばれた作品を除いて原則としてお返ししま
す。 

○入選作品の著作権は、主催者に帰属します。 

https://www.pref.kyoto.jp/choujyu/2019aichoweek.html


 

 

応募学校所在地市町村名 作品提出先 お問合せ先 応募者名簿送付先 

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺
市、木津川市、久御山町、井手町
、宇治田原町、笠置町、和束町、
精華町、南山城村 

京都府山城広域振興局 
農商工連携・推進課 

0774-21-3212 
y-n-noushoko@pref.kyoto.
lg.jp 

亀岡市、南丹市、京丹波町 
京都府南丹広域振興局 
農商工連携・推進課 

0771-22-0426 
n-n-noushoko@pref.kyoto.
lg.jp 

福知山市、舞鶴市、綾部市 
京都府中丹広域振興局 
農商工連携・推進課 0773-62-2593 

c-n-noushoko@pref.kyoto.
lg.jp 

宮津市、京丹後市、伊根町、与謝
野町 

京都府丹後広域振興局 
農商工連携・推進課 0772-62-4310 

t-n-noushoko@pref.kyoto.
lg.jp 

京都市、向日市、長岡京市、大山
崎町 

京都府京都林務事務所 075-451-5724 
kyotorinmu@pref.kyoto.lg
.jp 

 

※ なお、全国コンクールの募集要項の変更に伴い、一部変更する場合があります。 
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